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　平成28年４月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）
は、障害を理由とする差別を解消し、全ての人が、お互いの人格と個性を尊重しながら共生できる社会をつ
くることを目的としています。

障害者差別解消法とは
　この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会（共生社会）
をつくることを目指し、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
　法律の対象は、行政機関および会社・店などの民間事業者としていますが、障害のある人に対する差別を
なくしていくことは、すべての人に求められる責務になります。一人一人が障害について理解し、誰もが暮
らしやすい社会づくりを考えていきましょう。

茨城県障害者差別相談室について
　茨城県では、平成27年４月１日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条
例」が施行されており、それに伴い「茨城県障害者差別相談室」が設けられています。
　【茨城県障害者差別相談室】
　　電話番号　　☎029－246－6049　FAX 029－246－6048
　　e-mail　　　s-sohdan@bz04.plala.or.jp
　　受付時間　　午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　場　　所　　〒310－0851　水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館２階

茨城町障害者差別解消相談業務について
　町では、障害者およびその家族や関係者からの、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じ、障害
を理由とする差別の解消を推進することを目的として、社会福祉課において相談業務を行っています。
　【茨城町社会福祉課】
　　電話番号　　☎029－240－7112　　FAX 029－219－1026
　　e-mail　　　fukushi@town.ibaraki.ibaraki.jp
　　受付時間　　午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　場　　所　　〒311－3192　東茨城郡茨城町小堤1080　
　　　　　　　　茨城町役場社会福祉課（３番窓口）

【問合せ先】社会福祉課　☎029－240－7112（直通）

不当な差別的取扱いと合理的配慮の例

　障害を理由とした、サービス提供の拒否や入店
の拒否は禁止です。（正当な理由がある場合でも、
その理由を説明し、理解を得られるよう努める必
要があります。）
・車椅子を利用していることを理由に入店を断っ
てはいけない。

　障害のある方から配慮を求められたら、妨げを
取り除く工夫をしましょう。
・視覚障害のある方には、読み上げによる説明を
する。

・聴覚障害のある方には、筆談など音声とは別の
方法で伝える。

不当な差別的取扱い 合理的配慮

「障害者差別解消法」を知っていますか？

10月の児童手当定例支給日のお知らせ
　支給日は１０月４日（火）です。
　手当は、平成28年６月から９月までの４か月分です。個別に支払の通知はしませんので、請求者名義
の指定された口座をご確認ください。
　現況届を提出されていない方は、１０月支払分は差止めとなっておりますのでご了承ください。現況届
の提出があれば差止めは解除されますので、早めの提出をお願いします。

【問合せ先】こども課　☎029－240－7144（直通）
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茨城町地域おこし協力隊による情報発信ページ

らむろん通信　ｖｏｌ．5
らむろん通信：涸沼のラムサール
条約湿地登録と茨城町産メロンを
かけて命名しました。

「Koco・de」　～由来～
Ko…小鶴
co…common、community（共同体、開かれた）
de…ここでしか
という思いでつけました。
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地域おこし協力隊
Facebook 
QRコード

【問合せ先】　地域おこし協力隊　☎ ０２９－２９１－８８０２（直通）

10月は土地月間です！　～土地取引の後には届出を！～

　10月は、土地に関する様々な普及活動を行う「土地月間」です。一定規模以上の土地取引を行った場合、
国土利用計画法により、権利取得者（譲受人）は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日（契
約締結日を含む）から２週間以内に、土地の所在する市町村に届出をしなければなりません。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰せられる場合があります。

届出の必要な面積　　市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域5,000㎡以上
届出の必要な取引　　売買、交換、一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定等
必要書類　　土地売買等届出書※、土地取引に係る契約書の写し、土地の位置がわかる地形図、土地の形状

を明らかにした図面（公図）など

※茨城町のホームページからダウンロードできます。
【問合せ先】　都市整備課　都市計画グループ　☎ 029－240―7116（直通）
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